
障がい者の福祉ガイド

医療費の助成 ※ 所得制限等により対象外になることがあります。

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方に、医療費の助成をしています。

●重度心身障害者等医療費助成事業●

世帯全員の前年の合計所得金額が1,000万円未満の方が対象となります。

対 象 年 齢 対象者（いずれかに該当する方） 助成内容（助成方法）

０歳～64歳で
障がいのある方

【障Ⅰ】

【重度】（水色の受給者証）
⑴身体障害者手帳１級、２級
⑵療育手帳Ａ
⑶精神障害者保健福祉手帳1級

保険適用医療費分を全額助成
（現物給付と償還払い）

65歳以上の
障がいのある方

※後期高齢者医療被保険
者であること

【一部負担金】

【重度】（クリーム色の受給者証）
⑴身体障害者手帳１級、２級
⑵療育手帳Ａ
⑶障害年金１級受給者
⑷精神障害者保健福祉手帳１級

保険適用医療費分を全額助成
（現物給付と償還払い）

【中度】（紫色の受給者証）
⑴身体障害者手帳３級
⑵身体障害者手帳４級の一部
・音声・言語機能障害
・下肢障害の一部

⑶障害年金２級受給者
⑷精神障害者保健福祉手帳２級

【１割・２割負担：一般所得者】
一部負担金１割・２割（保険診療分）を全
額助成
※２割負担は令和4年10月1日から対象
【３割負担：現役並所得者】
一部負担金３割（保険診療分）から総医療
費（保険診療分）の１割を控除し助成

（現物給付と償還払い）

65歳～69歳で
障がいのある方

【障Ⅱ】

【軽度】（黄色の受給者証）
⑴身体障害者手帳４級のうち一部
負担金対象外の方、５級、６級

⑵療育手帳Ｂ

【一般所得者】
総医療費（保険診療分）の１割及び高額に
相当する額を助成
【現役並所得者】
高額に相当する額を助成

（現物給付と償還払い）

●自立支援医療●

※ 現物給付・・・医療機関等の窓口で直接助成（割引）を受けることができます。
※ 償還払い・・・医療機関で一度支払を済ませた後、領収書と一緒に窓口に申請することで、

助成を受けることができます。

心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する制度です。
受給者証に記載された医療機関で自立支援医療を受けると、医療費の自己負担額が原則１割とな
ります。また、ひと月当たりの上限額（所得の状況により異なる）も設定されます。
なお、入院時の食事療養費又は生活療養費については、自己負担となります。

⑴更生医療（18歳以上）
身体障害者手帳取得者で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によ
り確実に効果が期待できる方。（例：ペースメーカー埋込術、人工透析）

⑵育成医療（18歳未満）
身体に障がいがあり、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確
実に効果が期待できる方。（例：心室心房中隔に対する手術）

⑶精 神 通 院 医 療 精神疾患の治療のために、継続的に医療機関に通院している方。
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身体 精神 療育

級 A B

□65歳以上
□65歳未満

令和８年度版

新規 再交付

魚津市役所 社会福祉課 障がい・福祉係 ⑧番窓口

TEL 0765-23-1005 FAX0765-23-1055



福祉タクシー・ガソリン券、バス券の支給
※ 申請は年度に一回です。移動支援事業（車両移送型）の利用者は対象外です。

🏠在宅の方

障がいのある方等の生活行動範囲の拡大と福祉の増進を図るため、福祉タクシー・ガソリン利用券
またはバス回数券を交付します。手続きには、各種手帳が必要です。

対象者（いずれかに該当する方） 助 成 内 容

⑴ 視覚、下肢、体幹、移動機能に
障がいのある身体障害者手帳１級、２級

⑵ 療育手帳Ａ
⑶ 精神障害者保健福祉手帳１級、２級

次のいずれかを支給します。

① 福祉タクシー・ガソリン利用券 5,000円分×１冊

② バス回数券
市民バス回数券又はチョイソコうおづ回数券 １冊

⑴ 視覚、下肢、体幹、移動機能以外に
障がいのある身体障害者手帳１級、２級

⑵ 身体障害手帳３級
⑶ 療育手帳Ｂ
⑷ 精神障害者保健福祉手帳３級

〇バス回数券
市民バス回数券又はチョイソコうおづ回数券 １冊

富山県ゆずりあいパーキング（障害者等用駐車場）利用証制度

車椅子使用者や障がいのある方等歩行が困難な方が、障害者等用駐車場を

円滑に優先利用できるように、対象となる方に利用証を交付し、車内に掲示

していただくことで、専用駐車場の適正利用を誰もが確認できる制度です。

区 分 対 象 者 確 認 書 類

身
体
障
が
い
者

視 覚 １級～４級

身体障害者手帳

聴覚または
平衡機能

聴覚 １級～３級

平衡機能 １級～５級

肢体不自由

上肢 １級または２級

下肢 １級～６級

体幹 １級～５級

脳原性
運動機能

上肢機能 １級または２級

移動機能 １級～６級

心臓機能 １級～４級

腎臓機能 １級～４級

呼吸器機能 １級～４級

ぼうこうまたは直腸の機能 １級～４級

小腸機能 １級～４級

肝臓機能 １級～４級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 １級～４級

知的障がい者 Ａ 療育手帳

精神障がい者 １級または２級の方 精神障害者保健福祉手帳

難病患者

特定医療費（指定難病）受給者

受給者証特定疾患医療受給者

小児慢性特定疾病医療受給者

高齢者等（40～64歳の要介護認定者を含む） 要介護１～５ 介護保険被保険者証

その他けが人または病気等の者
けがまたは病気等により歩行が困難で
あることが診断書等により確認できる方

医師の診断書
（有効期間１年）
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公共料金等の割引
※ 手帳の提示を求められることがあります。

●旅客鉄道・路線バス運賃の割引●

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方は、種別や等級に応じて
割引になります。乗車券発行場所にて、手帳を提示して乗車券等を購入してください。富山県地方
鉄道等の路線バスや路面電車を利用される時は、運賃を支払うときに手帳を提示してください。

●タクシー・航空運賃の割引●

区 分 問い合わせ先

ＪＲ ＪＲ各駅

あいの風とやま鉄道 ☏076-444-1300

富山地方鉄道・地鉄バス ☏076-432-3456

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方は、
割引制度があります。詳細は、各携帯電話会社にお問い合わせください。

●有料道路通行料金の割引● ※社会福祉課⑧番窓口で事前に手続きが必要です。

身体障害者手帳を持つ方が運転される場合や第１種の身体障害者手帳又は療育手帳Ａの交付を受
けた方が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合に割引となります。

●携帯電話料金の割引●

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方は、割引制度がありま
す。タクシー乗車時や航空機搭乗券購入時に、手帳を提示してください。詳細については、各事
業所にお問い合わせください。

●NHK放送受信料の免除● ※社会福祉課⑧番窓口で事前に手続きが必要です。

申請に必要なもの ＥＴＣなし ＥＴＣあり 問い合わせ先

身体障害者手帳または療育手帳 ○ ○

有料道路
ＥＴＣ割引登録係

☏045-477-1233
平日９時～17時

自動車検査証車検証 もしくは
電子車検証及び自動車検査証記録事項

○ ○

割賦契約書又はリース契約書等 〇 〇

運転免許証（障がい者本人運転の場合） ○ ○

障がい者本人名義のＥＴＣカード
※未成年の場合は親権者または法定後見人のもの。
その場合20歳の誕生日までがETC割引有効期限

― ○

ＥＴＣ車載器の管理番号がわかるもの ― ○

●公共施設の入館料割引● ◇魚津市内

施 設 名 対象者 障がい者料金 問い合わせ先

魚津水族館 身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳を
所持する方と介助者１名

高校生以上380円、
小・中学生210円、幼児50円

☏0765-24-4100

魚津埋没林博物館
高校生以上270円、
小・中学生130円

☏0765-22-1049

区 分 対 象 者 問い合わせ先

全額免除

⑴身体障害者手帳
障がい者が世帯構成員であり
世帯全員が市民税非課税 ＮＨＫ富山放送局

営業部

☏076-444-6640

⑵療育手帳

⑶精神障害者保健福祉手帳

半額免除

※障がい者本人が
世帯主で契約者の場合

⑴身体障害者手帳
⑴視覚または聴覚障がい者
⑵１・２級の身体障がい者

⑵療育手帳 障がい程度がＡの方

⑶精神障害者保健福祉手帳 障がい等級が１級の方
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オンライン申請も可能です（「マイナポータルへの利用者登録」および「マイナポータルアプ

リ」が必要です）。オンライン申請受付サイトhttps://www.expressway-discount.jp
電話でのお問い合わせ：NEXCO中日本お客さまセンター ☏0120-922-229(24時間対応)

https://www.expressway-discount.jp/


障害児福祉手当・特別障害者手当
※ 所得制限等により支給されないことがあります。

🏠在宅の方

身体または精神の障がいで、重度の障がいが重複するなど、日常生活（在宅）において常に特別
な介護を必要とする障がい者（児）の方に支給します。

区 分 支給額（月額） 支 給 月

特別障害者手当（20歳以上） 30,450円
２月、５月、８月、11月

障害児福祉手当（20歳未満） 16,560円

障害者福祉手当
＊ 65歳以上で新規に手帳を取得した方は、対象外です。

障がいのある方（20歳未満の場合は保護者）に障害福祉手当を支給し、障がい者の健全な育成
に努めています。

障害者等介護手当
＊ 魚津市在宅要介護高齢者福祉金の支給を受けている方は、月額2,000円です。

🏠在宅の方

下記の対象者を在宅で介護している方に支給します。

対 象 者
支給額（月額）

支給月
20歳未満

20歳以上
65歳未満

＊65歳以上

⑴ 身体障害者手帳１級

1,300円

1,300円 840円

９月

３月

⑵ 療育手帳Ａ

⑶ 精神障害者保健福祉手帳１級

⑴ 身体障害者手帳２級 500円 420円

⑴ 身体障害者手帳２・３級

― ―⑵ 療育手帳Ｂ

⑶ 精神障害者保健福祉手帳２・３級

特別児童扶養手当
※ 所得制限等により支給されないことがあります。

区 分 支給額（月額） 支 給 月 問い合わせ先

１ 級 58,450円
４月、８月、12月

魚津市役所こども課⑩窓口

２ 級 38,930円 ☏0765-23-1006

障がい児の保護者の方に、特別児童扶養手当支給しています。

対 象 者 支給額（月額） 支給月

⑴
常時介護が必要な
身体障害者手帳１級 障害者本人の市民税が非課税

＊ 4,000円
９月

３月

⑵
常時介護が必要な
療育手帳Ａ

かつ

⑶
常時介護が必要な
精神障害者保健福祉手帳１級

世帯の所得の合計が700万円未満

⑷ 介護保険の要介護３～５ 市民税非課税世帯

🏠在宅の方
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申請を希望される方は、事前に担当窓口までご相談ください。



補装具
※ 購入・修理をする前に申請が必要です。
※ 所得制限等により対象外になることがあります。

日常生活用具
※ 購入する前に申請が必要です。

※注意
・介護保険対象者や労働者災害補償保険法等、他法により給付が受けられる方は、そちらが優先されます。
・自己負担額は原則１割ですが、世帯の所得に応じた負担上限月額があります。
・基準額を超える分については、全額自己負担となります。
・一定所得以上（市民税所得割46万円以上）の世帯は、対象外です。
・交付対象となる補装具は、原則として１種目につき１個です。
・種目や型式ごとに耐用年数が設定されており、通常の再交付は耐用年数が経過してからとなります。

◇補装具の例＜*太字は介護保険が優先です＞

身体の失われた部分や機能を補うため、長期間にわたり継続して使用する補装具の購入や修理に係
る費用を支給します。種目ごとに対象となる障害程度等が定められています。事前にご相談ください。

障がいのある方や難病患者等の日常生活が、より円滑に行われるための用具を給付します。品目ご
とに給付の対象となる障害程度等が定められています。事前にご相談ください。

※注意
・介護保険が優先です。
・自己負担額は原則１割ですが、基準額を超える分については、全額自己負担となります。
・品目ごとに耐用年数が設定されており、通常の再給付は耐用年数が経過してからとなります。
・難病患者等については、政令に定める疾病に限ります。
・給付要件に該当するかどうか判断がつきにくい場合、医師の意見書を求めることがあります。
・⑸排泄管理支援用具については、入院・入所の方も対象になります。
・⑹居宅生活動作補助用具（住宅改修費）の助成は、１世帯１回のみです。

🏠在宅の方

◇日常生活用具の例

種 目 品 目

⑴ 介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、
訓練イス（18歳未満のみ）、訓練用ベッド

⑵ 自 立 生 活 支 援 用 具
入浴補助用具、便器、頭部保護帽、Ｔ字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、
特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送
信機、聴覚障害者用屋内装置

⑶ 在宅療養等支援用具
透析液加湿器、ネブライザー（吸入器）、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、
盲人用体温計（音声式）、盲人用体重計、動脈血中酸素飽和度測定器（パルスオ
キシメーター）

⑷ 情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タ
イプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上
げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障
害者用情報受信装置、人口喉頭、 等

⑸ 排 泄 管 理 支 援 用 具 ストーマ装具・紙おむつ等収尿器 （※入院・入所の方も対象）

⑹
居宅生活動作補助用具
（ 住 宅 改 修 費 ）

手すりの取付け、段差の解消、引き戸等への扉の取替え等小規模な住宅改修を伴
うもの。給付限度額 20万円
【対象】下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害（移動機能障害に限る）

を有する３級以上の方

介護優先

介護優先

区 分 品 目

視 覚 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡

聴 覚 補聴器

重度の両上下肢機能
及び音声・言語機能障害

重度障害者用意思伝達装置

肢体不自由 義手、義足、装具、*車椅子、*電動車椅子、*歩行器、*歩行補助杖

18歳未満のみ 起立保持具、排便補助具
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住宅改善の経費助成
※ 工事をする前に申請が必要です。

🏠在宅の方

在宅の重度障がい者の日常生活を容易なものにするため、既存住宅の改善に対し、その費用の一部

を助成します。対象とならない工事もありますので、事前にご相談ください。

（新築・増築の場合は対象になりません。）

対 象 者 助 成 内 容

世帯の所得税が287,500円以下（D11以下）の世帯で
次のいずれかに該当する方
⑴ 身体障害者手帳１級、２級に該当する
視覚若しくは肢体不自由の障がいのある方

⑵ 内部障がいがある方で補装具の車椅子の
交付を受けている方

⑶ 療育手帳Ａ

〇所得税非課税世帯の場合
90万円まで

〇所得税課税世帯の場合
90万円未満の場合、その工事の2/3
90万円以上の場合、60万円まで

※注意
・介護保険や日常生活用具の住宅改修が受けられる方は、そちらが優先されます。
・介護保険や日常生活用具の住宅改修の助成を受けた方は、助成額が減額されます。
・この助成は、１世帯１回のみです。

障害児通所・入所支援

児童福祉法にもとづく、障がい児を対象としたサービスです。

●障害児通所支援●

●障害児入所支援●

詳しくは、富山児童相談所（☏076-423-4000）へお問い合わせください。

種 類 内 容

福祉型障害児入所施設 保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行います。

医療型障害児入所施設 保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与及び治療を行います。

介護優先

種 類 内 容

児童発達支援
療育を行う必要があると認められる主に未就学児の障がい児に、日常生活におけ
る基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な
支援を行います。

放課後等デイサービス
授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた就学している障がい児に、
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行
います。

保育所等訪問支援
保育所・小学校等に通う障がい児に、障がい児以外の児童との集団生活への適応
のための専門的な支援その他必要な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援
外出することが著しく困難であると認められた障がい児に、居宅を訪問し、日常
生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練その
他必要な支援を行います。
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※利用者負担額・食費の助成 （ 児童発達支援・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援 ）

国の制度における障がい児を対象としたサービスの無償化対象とならない世帯の負担軽減を図るため、

利用者負担額および食費の無償化を行います。

・利用者負担額 ０歳児（第１子は除く）、１～２歳児の事業所に支払う利用者負担額を全額助成します。

・食費 ０歳児（第１子は除く）、１～５歳児の事業所で提供を受けた食事の費用を全額助成します。



障害福祉サービス 介護優先

●介護給付●

●訓練等給付●

●相談支援給付●

障害者総合支援法にもとづく、障がい者を対象としたサービスです。

種 類 内 容

居宅介護
（ホームヘルプ）

自宅で、入浴、排せつ、食事などの手助けや、部屋の掃除、洗濯などを行います。
また、通院するときに、付添いもします。

重度訪問介護
重い障がいがあり、常に介護が必要な人に、自宅で、入浴、排せつ、食事などの手助
けをします。また、外出するときの移動の支援もします。

同行援護
視覚障がいにで、ひとりでの移動が難しい人のために、外出するときに同行して移動
の支援をします。また、外出先での代筆や代読もします。

行動援護
知的障がいや精神障がいで、ひとりでの行動が難しい人に、危険を避けるために必要
な行動の手助けや、外出する時の移動の支援をします。

重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い方のために、居宅介護など複数の障がい福祉サービスを組
み合わせて支援をします。

短期入所
（ショートステイ）

自宅で介護している家族などが病気になったときや、体や心の休息が必要になった時
などに、障がいのある人に短い期間施設に宿泊してもらい、食事や入浴などの支援を
します。

療養介護
医療が必要で、常に介護も必要な方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、
日常生活の支援などをします。また、ものをつくりだす創作的・生産的活動も行いま
す。

生活介護
常に介護を必要とする方に、施設で昼間、入浴、排せつ、食事などの手助けをします。
また、ものをつくりだす創作的・生産的活動も行います。

施設入所支援
自宅での生活が難しく、施設に入所している方に、入浴、排せつ、食事などの手助け
をします。

種 類 内 容

自立訓練
（機能訓練・生活訓練）

自立した日常生活または社会生活ができるように、一定期間、身体機能や生活能力を
向上させるための訓練をします。

就労選択支援
就労移行支援または就労継続支援の利用を希望する方に、就労に関する能力や適性評
価、本人の意向や必要な配慮などの整理を行い、就労先選択のための支援を行います。

就労移行支援
一般企業などで働くことを希望する方に、一定期間、必要となる知識や能力を向上さ
せるための訓練をします。

就労継続支援
Ａ型＝雇用型
Ｂ型＝非雇用型

一般企業などで働くことが難しい方に、支援を受けながら働く場所を提供し、必要と
なる知識や能力を向上させるための訓練をします。雇用契約を結ぶＡ型と、雇用契約
を結ばないＢ型があります。

就労定着支援
一般就労へ移行した障がいのある方が、就労にともなう環境変化による生活面の課題
に対応できるように、企業や自宅への訪問、来所により必要な支援を行います。

自立生活援助
施設を利用していた障害のある方がひとり暮らしを始めたときに、生活や健康、近所
づきあいなどに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援をします。

共同生活援助
(グループホーム)

地域で共同生活をしている人に、住居における相談や日常生活での援助をします。
また、入浴、排泄、食事などで介護が必要な人には介護サービスも行います。

種 類 内 容

地域移行支援
施設に入所している方や病院に長期入院している方が、住居の確保や地域生活に移行
するための相談、障がい福祉サービス事業所への同行援護等を行います。

地域定着支援
単身等で生活する方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事
態が生じた際に、緊急訪問や相談など必要な支援を行います。
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年金制度
※詳しくは魚津年金事務所にご相談ください。

●障害基礎年金（国民年金）●
国民年金に加入する方で、64歳までに障害等級表１級・２級（障害者手帳とは異なる）になった方に支給さ

れます。（20歳から請求できます。）

●障害厚生年金（厚生年金保険）●

厚生年金加入中に、国民年金法で定める１級・２級または厚生年金法に定める３級になった方に支給されます。

支給要件

⑴ 国民年金に加入している間に、障がいの原因となった病気やケガについて初めて医師の診療を受けた
日（初診日）があること。

⑵ 一定の障がいの状態にあること。
⑶ 保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付
または免除されていること。
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの１年間に保険料の未納がないこと。

障がい
認定時

初診日から１年６か月を経過した日（その間に治った場合は治った日）または20歳に達した日に障が
いの状態にあるか、または65歳に達する日の前日までの間に障がいの状態となった場合。

年金額

令和8年
４月分から

〖１級〗1,059,125円＋子の加算 （昭和31年４月１日以前に生まれた方 1,056,125円）

〖２級〗 847,300円＋子の加算 （昭和31年４月１日以前に生まれた方 844,900円）
○子の加算 ○子とは次の者に限る
子２人まで 各243,800円 ・18歳になった後の最初の３月31日までの子
子３人目から 各 81,300円 ・20歳未満で障がい等級１級・２級の障がいの状態にある子

障がい
等級の例

〖１級〗両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
その他

〖２級〗１上肢の機能に著しい障がいを有するもの
１下肢の機能に著しい障がいを有するもの
両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
その他

【問い合わせ先】 魚津市役所市民環境課①Ｃ窓口 ☏0765-23-1012 または
魚津年金事務所 ☏0765-24-5153（自動音声案内）

支給要件

⑴ 厚生年金に加入している間に、障がいの原因となった病気やケガについて初めて医師の診療を受けた
日（初診日）があること。

⑵ 一定の障がいの状態にあること。

⑶ 保険料納付要件

初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付
または免除されていること。
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの１年間に保険料の未納がないこと。

障がい
認定時

初診日から１年６か月を経過した日（その間に治った場合は治った日）に障がいの状態にあるか、
または65歳に達する日の前日までの間に障がいの状態となった場合。

年金額

令和８年
４月分から

〖１級〗（報酬比例の年金額）×1.25＋※配偶者の加給年金額（243,800円）

〖２級〗（報酬比例の年金額）＋※配偶者の加給年金額（243,800円）

〖３級〗（報酬比例の年金額）最低保障額 635,500円
（昭和31年４月１日以前に生まれた方は633,700円）

※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます.

障がい
等級の例

〖１・２級〗障害基礎年金と同じ

〖３級〗両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの

その他

【問い合わせ先】 魚津年金事務所 ☏0765-24-5153（自動音声案内）
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税の減免など
※詳しくは直接お問い合わせください。

●自動車税、自動車取得税、軽自動車税の減免●

自動車を主に通院や通勤のために使われる場合、申請により税金が減免される制度があります。
障がい者お１人につき１台に限ります。

●市民税・所得税●

申告により、障がい者本人や障がい者を扶養している方の所得金額から障がい等級に応
じた金額が控除されます。対象となるのは、前年の12月31日までに手帳を取得された方で

す。障がい者本人の前年の合計所得が135万円以下の場合は、住民税非課税となります。

●…本人・生計同一者・常時介護者運転ともに対象 ○…本人運転のみ対象

●その他の特例●

区 分 所得税 住民税 問い合わせ先

普通障害者控除
身体障害者手帳３～６級、療育手帳Ｂ

27万円 26万円
◇所得税
魚津税務署

☏0765-24-1370
（自動音声案内）

◇住民税
魚津市役所
税務課⑭窓口

☏0765-23-1009

精神障害者保健福祉手帳２～３級

特別障害者控除
身体障害者手帳１～２級、療育手帳Ａ

40万円 30万円
精神障害者保健福祉手帳１級

同居特別障害者配偶者
・控除対象扶養親族

配偶者または
扶養親族が同居する特別障がい者

75万円 53万円
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区 分
手帳の等級

問い合わせ先
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

身
体
障
が
い
者

視 覚 ● ● ● ● ●

◇自動車税
◇自動車取得
富山県
総合県税事務所

☏076-424-9211

◇軽自動車税
魚津市役所
税務課⑯窓口

☏0765-23-1008

聴 覚 ● ●

平衡機能 ● ●

肢体不自由

上肢 ● ●

下肢 ● ● ● ○ ○ ○

体幹 ● ● ● ○

脳原性
運動機能

上肢機能 ● ●

移動機能 ● ● ● ○ ○ ○

心臓、腎臓、呼吸器、小腸、
ぼうこうまたは直腸の機能

● ●

音声言語機能 ●

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 ● ● ●

肝臓機能 ● ● ●

療育手帳の交付を受けている方の
うち、右のいずれかに該当する方

⑴障がいの程度がＡの方
⑵障がいの程度がＢの未就学児童
（小学校就学の始期に達するまでの児童に限る）

精神障害者保健福祉手帳 １級の方

⑴障がいのある方本人が運転する場合
⑵専ら障がいのある方の通院・通学等のために、障害のある方と生計を一にする方が運転する自動車

⑶専ら障がいのある方（障がいのある方のみで構成される世帯）の通院・通学等のために、常時介護
する方が運転する自動車（少なくとも１年以上、週３回程度以上）

区 分 問い合わせ先

国税に関すること 例:相続税、贈与税、少額貯蓄の利子等の非課税（マル優）
など

魚津税務署
☏0765-24-1370
（自動音声案内）

県税に関すること 例:個人事業税 など
富山県

総合県税事務所
☏076-444-4506



その他の制度

●心身障害者扶養共済制度●

障がい者の保護者が一定の掛け金を納め、保護者が死亡したり、重度の障がいとなった場合、
残された障がい者に年金を支給し、生活の安定と福祉の向上を図ります。

●ヘルプマークの交付●

ヘルプマークとは、援助や配慮を必要としている方々が周囲にその旨を
知らせることで援助が得られやすくなるように作成されたマークです。

●NET119緊急通報システム●

富山県東部消防組合では、聴覚や発話
の障がいにより音声による119番通報が困
難な方のために新しい緊急通報システム
を導入しました。携帯電話・スマート
フォンを利用し簡単な操作で素早く119番
に通報することができます。

【問い合わせ先】 富山県東部消防組合消防本部通信指令課 ☏0765-24-7977

加入者
身体障がい者（１～３級）、知的障がい者（Ａ・Ｂ）、
精神障がい者を扶養している65歳未満の保護者

掛金額 月額9,300円～23,300円

一時金の支給
障がい者が死亡または脱退したときは、加入期間に応じて
一時金が支給されます。

●保育料の軽減措置●

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付の
いずれかを受けた方、特別児童扶養手当支給対象児、障害基礎年
金等の受給者と同居している家庭（世帯分離も含む）は、保育料
の軽減措置を受けられる場合があります。
詳しくは直接お問い合わせください。

【問い合わせ先】魚津市役所こども課⑪窓口 ☏0765-23-1079

●自動車事故被害者救済制度●

名 称 問い合わせ先

独立行政法人自動車事故対策機構
ＮＡＳＶＡ (ナスバ）

ＮＡＳＶＡ交通事故被害者
ホットライン ☏0570-000-738

自動車事故被害者に対し、介護料の支給などを行っています。

地域における生活を支援し、障がい者の自立と社会参加の促進を図ります。
お気軽にご相談ください。

●障害者相談支援事業●

事 業 所 主な対象者 所在地 問い合わせ先

魚津市障害者生活支援センター 身体障がい者、知的障がい者 魚津市大光寺1235 ☏0765-23-5260

障害者社会復帰センター
あゆみの郷 サポート新川

精神障がい者 魚津市立石205-2 ☏0765-23-0009

-10-

※事前登録制です。詳しくは直接お問い合わせください。

●声の広報●

文字による情報入手が困難な方のために、音訳によるわかりやすい方法
で、魚津市の広報をお届けしています。市HPからもお聞きいただけます。

市HP「声の広報」



●地域生活支援事業●
名 称 対 象 者 内 容 等

移動支援事業(個別支援型)
外出時の移動に支障があり一般の交通手段を
利用することができる障がい者等

ヘルパーが同行し、外出支援を行います。

移動支援事業(車両移送型)

公共交通機関の利用が困難な常時車椅子を使
用する身体障がい者等
※福祉タクシー・ガソリン券、バス券の支給
を受けた方は対象外です。

リフト付き乗用車を運行します。

コミュニケーション事業
聴覚障がいのため、意思疎通を図ることが困
難な聴覚障がい者等

手話通訳者を派遣します。

日中一時支援事業 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者
日中活動の場を確保し、家族の就労支援及び一時的
な休息を目的に見守り等の支援をします。

スポーツ教室開催事業 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者 水泳教室を行います。

スポーツ大会開催事業 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者
障がい者のスポーツを通した交流を図るため、体育
大会を開催します。

レクリエーション開催事業 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者
障がい者同士、ボランティアとの交流を目的にレク
リエーションを開催します。

ボランティア活動支援事業 知的障がい者、精神障がい者
障がい者、その家族等の団体が行う障がい者の社会
復帰に関する活動等を支援します。

自発的活動支援事業 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者
障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活
動に対し支援します。

更生訓練費給付事業
就労移行支援又は自立訓練事業、身体障害者
更生援護施設に入所している者

社会復帰の促進を図ることを目的とし、更生訓練費
を支給します。

生活訓練事業 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者
障がい者に対して、日常生活上必要な訓練・指導等
の講習会を行います。

点字・声の広報等発行事業 文字や音による情報入手が困難な障がい者
市広報は点字と音訳、市議会だよりは点字によって
情報提供します。

自動車運転免許取得・
自動車改造費助成事業

身体障がい者
運転免許の取得/就労等に伴い自らが所有・運転する
自動車の改造に要する経費を助成します。

成年後見制度利用支援事業
サービス利用のため成年後見制度を利用する
知的障がい者又は精神障がい者

成年後見制度の市長申立に要する経費及び後見人等
の報酬等の全部又は一部を助成します。

富山県盲ろう者向け
通訳・介助員派遣事業

視覚及び聴覚の重複による等級が１級又は
２級の方

通院・買い物・イベント参加等の際に、通訳・介助
員を派遣し、移動やコミュニケーションをサポート
します。【問い合わせ先】富山県聴覚障害者センター

☏076-441-7331

●障がい者（児）関係団体●
団 体 名 代表者名 代表者住所 問い合わせ先

魚津市障害者連合会 石田 三三明 魚津市大海寺野 ☏0765-24-4670

魚津市身体障害者協会 石田 三三明 魚津市大海寺野 ☏0765-24-4670

魚津市視覚障害者協会 佐生 秀一 魚津市本江 ☏0765-24-1544

魚津市聴覚障害者福祉協会 石川 宏幸 魚津市大海寺野 ☏0765-55-4296

魚津市手をつなぐ育成会 会長：林 久嗣 魚津市北山 ☏0765-33-9293

魚津しんきろう会 事務局：魚津神経サナトリウム内 魚津市江口1784-1 ☏0765-22-3486

みどり会 事務局：魚津緑ヶ丘病院内 魚津市大光寺287 ☏0765-22-1567

オアシス会 事務局：新川厚生センター魚津支所内魚津市本江1397 ☏0765-24-0359

●身体障がい者・知的障がい者相談員の設置●

障がい者のいろいろな相談に応じ、必要な指導や助言を行っています。

区 分 相談員 問い合わせ先

視 覚 １名

☏0765-23-1005

聴 覚 １名

肢体不自由 １名

内部障がい １名

知的障がい ２名
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住所や氏名などが変わったときは、
「居住地等変更届」を提出してください。

⚫ 障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）については、

今後、マイナンバーを使った情報連携ができるようになります。

⚫ 障害者手帳の登録内容が正しくマイナンバーで情報を得ることができれば、他の

手続の際に、障害者手帳のコピーの提出が不要となる場合があります。

⚫ 障害者手帳に書かれた情報（住所、氏名など）が変わった場合、または、すでに

変わっている場合には、必ずお住まいの市区町村の障害福祉担当課に「居住地等

変更届」を届け出てくださいますようお願いいたします。

▶ 障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）をお持ち

の方は、転居などをした際、法令により「居住地等変更届」の届出が必要です。

届出することによって、マイナンバーとの情報連携ができます。
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●災害時に備えた個別避難計画の作成●

個別避難計画とは、災害時に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避
難の確保を図るために特に支援を要する者（以下、「要支援者」という。）について、個別に
必要な支援の内容を「要支援者」・「避難支援者」間で事前に決めておくものです。要支援者
からの申し出があった場合に、要支援者本人及びその家族のほか、避難支援等関係者（地域振
興会、自治会・町内会、民生委員児童委員、福祉推進員、自主防災組織など）と協議を行い、
個別避難計画を作成します。

対象者

下記のいずれかに該当する在宅の方
・要介護３以上の認定を受けている者
・身体障害者手帳１級、２級の交付を受けている者
・療育手帳Ａの交付を受けている者
・精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている者
・特定疾患治療研究事業の医療費助成認定を受けている難病患者
・その他、支援が必要と認められる者

※注意
・個別避難計画を作成を希望する場合は、計画作成のために避難支援等関係者へ個人情報を提供すること
に対する同意が必要です。
・計画の作成にあたって、地域で合意形成が得られない等により、計画が作成できない場合があります。
・個別避難計画の作成により、災害時の支援が保証されるものではありません。また、地域支援者や避難
支援等関係者は、個別避難計画に基づく避難誘導に関して、その責任を負うものではありません。

障害者手帳をお持ちの皆さまへ

【お問合せ先】 魚津市役所 社会福祉課 障がい・福祉係 ⑧番窓口

〒937-8555
魚津市釈迦堂一丁目10番１号

TEL：0765-23-1005
FAX：0765-23-1055


